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田 園 空 間 整 備 事 業 大 泉 農 村 公 園 （ 仮 称

） 建 設 工 事 に 係 る 事 業 認 定 理 由

第 １ 起 業 者 の 名 称 山 梨 県

第 ２ 事 業 の 種 類 田 園 空 間 整 備 事 業 大 泉 農 村 公

園 （ 仮 称 ） 建 設 工 事

第 ３ 起 業 地

１ 収 用 の 部 分 山 梨 県 北 巨 摩 郡 大 泉 村 大 字 谷

戸 字 城 上 地 内

２ 使 用 の 部 分 な し

第 ４ 事 業 の 認 定 を し た 理 由

平 成 1 5 年 1 0 月 2 1 日 に 山 梨 県 か ら 申 請 の あ っ

た 田 園 空 間 整 備 事 業 大 泉 農 村 公 園 （ 仮 称 ） （

以 下 「 農 村 公 園 」 と い う 。 ） 建 設 工 事 （ 以 下

「 本 件 事 業 」 と い う 。 ） に 関 す る 事 業 認 定 の

理 由 は 、 以 下 の と お り で あ る 。
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１ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 （ 平

成 1 1 年 法 律 第 1 0 6 号 ） （ 以 下 「 農 村 基 本 法 」

と い う 。 ） 及 び 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 計 画 （

平 成 1 2 年 ３ 月 2 4 日 閣 議 決 定 ） （ 以 下 「 農 村 基

本 計 画 」 と い う 。 ） に 基 づ き 農 村 公 園 の 建 設

を 行 う も の で あ り 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 第 3 2 号

に 掲 げ る 「 地 方 公 共 団 体 が 設 置 す る 公 園 」 に

関 す る 事 業 に 該 当 す る 。

こ の た め 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条

第 １ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

２ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 田 園 空 間 整 備 事 業 の 一 環 と し

て 、 山 梨 県 北 巨 摩 郡 大 泉 村 大 字 谷 戸 字 城 上 地
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内 に お い て 実 施 さ れ る 農 村 公 園 の 建 設 工 事 で

あ る 。

本 件 事 業 の 起 業 者 で あ る 山 梨 県 は 、 農 村 基

本 法 第 ８ 条 に お い て 、 「 地 方 公 共 団 体 は 、 基

本 理 念 に の っ と り 、 食 料 、 農 業 及 び 農 村 に 関

し 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 そ の

地 方 公 共 団 体 の 区 域 の 自 然 的 経 済 的 社 会 的 諸

条 件 に 応 じ た 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責

務 を 有 す る 。 」 こ と と さ れ て お り 、 ま た 、 農

村 基 本 計 画 に お い て 、 農 業 に 関 す る 学 習 及 び

農 業 体 験 の 機 会 の 充 実 等 を 図 る こ と 、 農 村 に

お け る 生 活 文 化 等 の 保 全 等 に 資 す る た め 及 び

地 域 固 有 の 資 源 の 活 用 に よ り 都 市 住 民 と の 交

流 の 増 大 を 図 る た め の 公 園 等 の 整 備 を 推 進 す

る こ と と さ れ て い る と こ ろ で あ り 、 本 件 事 業

を 施 行 す る 権 能 を 有 す る と 認 め ら れ る 。
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こ の た め 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条

第 ２ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

３ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利

益 に つ い て

本 件 事 業 は 、 山 梨 県 北 巨 摩 郡 大 泉 村 大 字

谷 戸 字 城 上 地 内 に 農 村 公 園 を 建 設 し 、 体 験

農 場 及 び イ ベ ン ト 広 場 等 を 整 備 し 、 さ ら に

農 村 の 伝 統 や 文 化 を 学 ぶ こ と の で き る 旧 家

を 移 築 し て 、 伝 統 的 農 機 具 等 の 展 示 を 行 う

も の で あ る 。

本 件 事 業 が 完 成 す る と 、 学 校 教 育 と の 連

携 に よ り 、 都 市 と 農 村 の 児 童 同 士 が 一 緒 に

農 業 体 験 授 業 等 を 行 う 場 が 整 備 さ れ 、 農 業

体 験 の 機 会 の 充 実 及 び 農 業 に 関 す る 学 習 が
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図 ら れ る と と も に 、 農 業 や 農 村 地 域 に 対 す

る 理 解 と 親 し み が 深 ま り 、 ま た 、 都 市 と 農

村 と の 交 流 及 び 農 村 振 興 を 促 進 す る 施 設 と

し て 地 域 の 活 性 化 に 大 き く 寄 与 す る こ と と

な る 。 さ ら に は 、 伝 統 的 農 家 の 見 学 や 伝 統

的 農 機 具 を 用 い た 農 業 体 験 等 に よ り 、 農 村

に お い て 受 け 継 が れ て き た 伝 統 文 化 の 保 存

及 び 継 承 を 担 う 人 材 育 成 の 場 と し て も 大 き

く 寄 与 す る こ と と な る 。

以 上 の よ う に 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得

ら れ る 公 共 の 利 益 は 、 相 当 程 度 存 す る と 認

め ら れ る 。

( 2 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益 に つ

い て

本 件 事 業 の 施 行 に 伴 い 失 わ れ る 利 益 に つ

い て は 、 工 事 期 間 中 の 騒 音 、 振 動 に 起 因 す
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る 周 辺 環 境 へ の 影 響 が 考 え ら れ る が 、 本 件

起 業 地 の 周 辺 に は 民 家 が 少 な い こ と か ら 工

事 期 間 中 に 周 辺 環 境 に 与 え る 影 響 は 軽 微 な

も の と 考 え ら れ る 。

よ っ て 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る

利 益 は 軽 微 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 代 替 案 と の 比 較 に つ い て

本 件 事 業 は 、 山 梨 県 土 地 改 良 事 業 団 体 連

合 会 、 山 梨 県 、 長 坂 町 、 小 淵 沢 町 及 び 大 泉

村 の 代 表 者 並 び に 学 識 経 験 者 で 構 成 す る 山

梨 県 田 園 空 間 整 備 委 員 会 が 策 定 し た 田 園 空

間 博 物 館 基 本 計 画 に お い て 、 田 園 空 間 博 物

館 の サ ブ コ ア 施 設 と し て 位 置 付 け ら れ 、 大

泉 村 歴 史 民 俗 資 料 館 （ 以 下 「 民 俗 資 料 館 」

と い う 。 ） に 隣 接 す る 位 置 に お い て 施 行 す

る こ と と さ れ て い る が 、 施 行 位 置 に つ い て
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は 、 本 件 事 業 の 事 業 地 の ほ か 、

① 大 泉 村 役 場 の 東 側 に 村 道 を 挟 ん で 隣 接 す

る 場 所

② 大 泉 村 役 場 の 南 西 に 位 置 し 、 県 道 を 挟 ん

で 隣 接 す る 場 所

が 考 え ら れ る 。

① に つ い て は 、 交 通 利 便 性 の 良 い 地 域 の

中 心 地 で あ る と い う 長 所 が あ る が 、 小 学 校

及 び 民 俗 資 料 館 と の 距 離 が 本 件 事 業 の 事 業

地 よ り も 離 れ て い る た め 学 校 教 育 と の 連 携

の 面 及 び 展 示 資 料 等 の 移 動 等 の 面 で 劣 っ て

い る こ と 、 眺 望 が 南 側 に 位 置 す る 公 共 施 設

に よ り 遮 ら れ て い る こ と 等 か ら 総 合 的 に 判

断 し て 合 理 的 な 計 画 と は い え な い 。

② に つ い て は 、 交 通 利 便 性 の 良 い 地 域 の

中 心 地 で あ る こ と 、 小 学 校 に 近 く 学 校 教 育
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と の 緊 密 な 連 携 が は か れ る こ と 等 の 長 所 が

あ る が 、 民 俗 資 料 館 と の 距 離 は 、 本 件 事 業

の 事 業 地 よ り も 離 れ て い る こ と 、 土 地 が 不

整 形 で あ る こ と 、 高 低 差 が 大 き い こ と か ら

大 規 模 な 造 成 工 事 が 必 要 で あ り 、 経 済 性 に

劣 る こ と 等 か ら 総 合 的 に 判 断 し て 合 理 的 な

計 画 と は い え な い 。

以 上 の よ う に 、 農 村 公 園 建 設 に 必 要 な 土

地 の 周 辺 環 境 及 び 経 済 性 等 を 総 合 的 に 比 較

し た 結 果 、 本 件 事 業 の 事 業 地 が 最 も 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 。

( 4 ) 比 較 衡 量

( 1 ) で 述 べ た 得 ら れ る 公 共 の 利 益 と ( 2 ) で

述 べ た 失 わ れ る 利 益 を 比 較 衡 量 し た 結 果 、

本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益

が 失 わ れ る 利 益 に 優 越 す る と 認 め ら れ る と
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と も に 、 ( 3 ) で 述 べ た よ う に 、 本 件 事 業 の

起 業 地 は 、 代 替 案 と 比 較 し て 最 も 適 切 で あ

る と 認 め ら れ る 。

以 上 に よ り 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第

2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

４ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性

本 件 事 業 は 、 ３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 農

村 公 園 を 建 設 し 、 農 業 に 関 す る 学 習 、 農 業

体 験 の 機 会 の 充 実 、 都 市 と 農 村 と の 交 流 の

促 進 、 農 村 の 振 興 並 び に 農 村 に お い て 受 け

継 が れ て き た 伝 統 文 化 の 保 存 及 び 継 承 の 推

進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 事 業 で あ り 、

３ ( 3 ) で 述 べ た よ う に 、 田 園 空 間 博 物 館 の

サ ブ コ ア 施 設 と し て 位 置 付 け ら れ て い る も
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の で あ る こ と か ら 、 早 期 に 事 業 を 施 行 す る

必 要 性 が 高 い も の と 認 め ら れ る 。

( 2 ) 起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合

理 性

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 農 村 公

園 に 求 め ら れ て い る 役 割 を 実 現 す る た め に

必 要 な 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 。

ま た 、 収 用 の 範 囲 は 、 本 件 事 業 に よ り 恒

久 的 に 設 置 さ れ る 施 設 の 用 に 供 さ れ る 範 囲

に と ど め ら れ て お り 、 起 業 地 の 範 囲 内 に お

い て 一 時 的 な 利 用 に 供 さ れ る も の は 存 在 せ

ず 、 使 用 に は 馴 染 ま な い た め 、 収 用 の 手 段

を 講 じ る こ と は 、 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ

る 。

( 3 ) 収 用 す る 公 益 上 の 必 要 性

以 上 に か ん が み れ ば 、 本 件 事 業 は 、 土 地
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を 収 用 す る 公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る た め 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 を

充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

５ 結 論

１ か ら ４ ま で に お い て 述 べ た よ う に 、 本 件

事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条 各 号 の 要 件 を 充 足

す る と 判 断 さ れ る 。

以 上 の 理 由 に よ り 、 本 件 事 業 に つ い て 、 土

地 収 用 法 第 2 0 条 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 の 認 定

を す る も の で あ る 。

第 ５ 土 地 収 用 法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

図 面 の 縦 覧 場 所 山 梨 県 北 巨 摩 郡 大 泉 村 役 場


